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お知らせ４月

囲
気
の
中
で
ひ
ざ
を
交
え
て
話
し

合
い
を
行
い
、
町
民
の
「
声
」
を

聴
く
意
見
交
換
会
「
町
長
と
の
意

見
交
換
会
（
ワ
ン
テ
ー
マ
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
）」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
地
域
の
方
で
、
5
名
か
ら

10
名
程
度
の
参
加
が
見
込
ま
れ
る

団
体
が
対
象
で
す
。
団
体
を
構
成

し
て
い
な
い
場
合
で
も
代
表
者
を

決
め
て
申
し
込
ん
で
い
た
だ
け
ま

す
。
平
日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後

9
時
ま
で
の
１
時
間
と
し
、
開
催

日
は
別
途
調
整
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
政
策
企
画
課
広
報
情
報
統
計
班
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山
口
県
下
水
道
協
会
排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者
試
験
の
実
施
に

つ
い
て

■
試
験
日

　

７
月
11
日
㈫

■
試
験
会
場

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク
（
山
口

市
秋
穂
二
島
１
０
６
２
）

■
受
付
期
間

　

４
月
24
日
㈪
～
５
月
16
日
㈫

※
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
左
記
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

山
口
県
下
水
道
協
会
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
下
水
道
協
会

☎
０
８
３
５
（
２
３
）
２
５
２
３

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度
の

お
知
ら
せ

　

身
体
障
害
者
等
が
所
有
も
し
く

は
使
用
す
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い

て
、
障
害
の
程
度
に
よ
り
一
定
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
に
は
、

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度
が
あ
り

ま
す
。
軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請

期
限
は
５
月
31
日
㈬
で
す
。

　

な
お
、
減
免
の
で
き
る
自
動
車

は
１
人
の
障
害
者
に
つ
き
普
通
自

動
車
を
含
め
、
１
台
に
限
ら
れ
ま

す
。
詳
し
く
は
、
税
務
課
ま
た
は

柳
井
県
税
事
務
所
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

○
軽
自
動
車
税

　

税
務
課 

課
税
第
1
班
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○
自
動
車
税

　

柳
井
県
税
事
務
所
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町
長
と
の
意
見
交
換
会

ワ
ン
テ
ー
マ
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
を
開
催
し
て
い
ま
す

　

町
民
の
皆
さ
ん
が
積
極
的
に
町

政
運
営
に
参
画
す
る
仕
組
み
と
し

て
、
町
長
自
ら
が
町
民
の
皆
さ
ん

の
と
こ
ろ
に
出
向
き
、
自
由
な
雰

実施日 時間 場所

５月１１日㈭

１１: ００～１２: ００ 東和総合センター（平野）

１３: ３０～１４: ００ 油宇公民館

１４: ３０～１５: ００ 役場油田出張所（伊保田）

１５: ３０～１６: ３０ 役場和田出張所

５月１２日㈮

    ９: ００～１１: ３０ 役場日良居庁舎（土居）

１３: ００～１３: ３０ 佐連会館

１４: ００～１４: ３０ 旧沖家室小学校

５月１５日㈪
１１: ００～１２: ００ 商工会東和支所（西方）

１３: ３０～１５: ００ 役場白木出張所（外入）

５月１６日㈫
１１: ００～１２: ００

および
１３: ００～１５: ００

大島文化センター（小松）

５月１７日㈬
１１: ００～１２: ００ 蒲野農村環境改善センター（東三蒲）

１３: ３０～１５: ００ 沖浦農村環境改善センター（戸田）

５月１８日㈭
１１: ００～１１: ３０ 椋野公民館

１３: ００～１５: ００ 農業者健康管理センター（久賀）

５月１９日㈮
１１: ００～１２: ００

および
１３: ００～１５: ００

たちばなケアプラザ（西安下庄）

※平成 29 年 5月 22 日㈪から同年 7月 31 日㈪まで　
の検査場は、山口県計量協会において実施します。（事
前連絡必要）
■連絡先　☎ 083（986）2591 または 2592
※前回の「橘総合支所」は「たちばなケアプラザ」に
変更しました。
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は
か
り
の
定
期
検
査
　

～
今
年
は
定
期
検
査
受
検
の

年
で
す
～

　

取
引
ま
た
は
証
明
に
使
う
「
は

か
り
」
は
計
量
法
の
定
め
に
よ
り
、

２
年
に
１
回
行
わ
れ
る
定
期
検
査

に
合
格
し
な
け
れ
ば
、
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

今
年
は
、
定
期
検
査
の
年
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
該
当
す
る

「
は
か
り
」
を
お
持
ち
の
方
は
必
ず

検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

関
係
者
の
方
（
平
成
27
年
に
受

検
さ
れ
た
方
）
に
は
、
事
前
に
郵

送
で
通
知
し
ま
す
が
、
取
引
・
証

明
に
使
用
す
る
「
は
か
り
」
を
所

有
し
て
い
る
の
に
通
知
が
届
か
な

い
方
は
、
商
工
観
光
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
「
取
引
・
証
明
」
に
つ
い
て

・「
取
引
」
と
は
、
有
償
、
無
償
を

問
わ
ず
、
物
ま
た
は
役
務
の
給
付

を
目
的
と
す
る
業
務
上
の
行
為
。

（
は
か
り
を
使
っ
て
物
品
を
売
買

し
た
り
、
運
送
・
保
管
等
に
伴
う

料
金
を
決
め
る
場
合
な
ど
）

・「
証
明
」
と
は
、
公
に
ま
た
は
業

務
上
他
人
に
一
定
の
事
実
が
真
実

で
あ
る
旨
を
表
明
す
る
こ
と
。（
は

か
り
で
量
っ
た
重
量
を
相
手
等
へ

知
ら
せ
る
行
為
で
、
病
院
や
学
校

ま
た
は
保
育
園
な
ど
で
健
康
診
断

等
に
用
い
る
も
の
な
ど
）

■
検
査
に
持
参
す
る
も
の

　

は
か
り
本
体
（
清
掃
し
た
も

の
）、
手
数
料

※
た
だ
し
、
計
量
士
に
よ
る
代
行

　

検
査
を
受
け
て
い
る
も
の
、
検

　

定
等
に
合
格
し
て
間
の
な
い
も

　

の
等
は
、
こ
の
検
査
を
受
け
る

　

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
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光
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（
一
社
）
山
口
県
計
量
協
会
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はかりの定期検査実施日程

お
知
ら
せ


